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「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
七
月
、
天
皇
陛
下
が
退
位
の
御
意
向
を
示
さ
れ
て
い
る
と
の
報
道
が
な
さ
れ
、
同
年
八
月
に
は
、
陛
下
が

「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
の
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
」
を
述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
九
月
に
は
、
政
府
に
お
い
て
「
天

皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
「
等
」
に
つ
い
て

�

具
体
的
に
何
を
示
す
の
か
。

�

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
午
前
の
記
者
会
見
に
お
い
て
菅
義
偉
内
閣
官
房
長
官
は
同
会
議
に
つ
い
て
、
「
退
位
の

問
題
も
含
め
て
予
断
を
持
つ
こ
と
な
く
議
論
を
し
て
い
た
だ
く
」
旨
述
べ
て
い
る
が
、
「
等
」
に
は
「
退
位
」
が
含
ま
れ

る
の
か
。

二

一
の
�
の
記
者
会
見
に
お
い
て
官
房
長
官
が
述
べ
た
「
退
位
」
の
定
義
は
何
か
。
「
譲
位
」
と
は
異
な
る
の
か
。

三

こ
れ
ま
で
退
位
を
認
め
な
い
理
由
と
し
て
「
天
皇
の
そ
う
い
う
象
徴
た
る
地
位
か
ら
考
え
ま
し
て
、
御
自
分
の
発
意
で
そ

の
地
位
を
退
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
そ
の
地
位
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
」
（
林
修
三
内
閣
法
制
局
長
官：

昭

一



和
三
十
四
年
二
月
六
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
）
と
の
政
府
答
弁
が
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
第
一
条
の
解
釈
と
し
て
「
御
自
分

の
発
意
」
に
よ
る
退
位
は
認
め
ら
れ
る
の
か
。

四

昭
和
四
十
六
年
三
月
十
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
高
辻
正
巳
内
閣
法
制
局
長
官
（
当
時
）
の
「
憲
法
の
第
二
条

の
、
皇
位
は
『
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。
』
と
い
う
規
定
を
受
け
ま
し

て
皇
室
典
範
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ご
指
摘
の
と
お
り
第
四
条
『
天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、
皇
嗣
が
、
直
ち
に
即
位
す
る
』
と

い
う
こ
と
で
、
退
位
の
御
自
由
が
な
い
と
い
う
の
が
現
行
の
憲
法
及
び
法
律
の
た
て
ま
え
で
あ
り
ま
す
。
」
と
の
答
弁
に
関

し
て

�

右
答
弁
に
よ
れ
ば
、
「
退
位
」
が
現
行
制
度
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
法
的
根
拠
は
、
皇
室
典
範
（
昭
和
二
十
二
年
一
月

十
六
日
法
律
第
三
号
）
第
四
条
の
解
釈
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
も
、
こ
の
解
釈
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
。

�

右
答
弁
は
、
皇
室
典
範
第
四
条
を
改
正
す
る
こ
と
で
「
退
位
」
は
可
能
と
な
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

退
位
に
関
し
て
定
め
る
法
的
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て

�

「
政
府
は
将
来
の
退
位
を
強
く
に
じ
ま
せ
た
天
皇
陛
下
の
お
気
持
ち
表
明
を
受
け
て
、
い
ま
の
天
皇
陛
下
に
限
っ
て
生

前
退
位
を
可
能
と
す
る
特
別
措
置
法
を
整
備
す
る
方
向
で
検
討
に
入
っ
た
。
」
と
の
報
道
（
朝
日
新
聞
平
成
二
十
八
年
九

二



月
七
日
）
は
事
実
か
。

�

「
退
位
」
は
憲
法
第
二
条
の
「
継
承
」
の
き
っ
か
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
退
位
」
は
憲
法
第
二
条

に
定
め
る
「
皇
室
典
範
」
の
定
め
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
憲
法
第
二
条
の
解
釈
を

伺
い
た
い
。

�

憲
法
第
二
条
に
定
め
る
「
皇
室
典
範
」
の
定
義
は
何
か
。
現
行
の
「
皇
室
典
範
」
以
外
に
、
退
位
に
関
す
る
事
項
を
新

規
の
特
別
措
置
法
と
し
て
立
法
し
た
場
合
、
当
該
特
別
措
置
法
を
憲
法
第
二
条
に
定
め
る
「
皇
室
典
範
」
と
解
す
る
こ
と

は
可
能
か
。

六

皇
室
典
範
第
十
一
条
第
二
項
に
お
け
る
皇
籍
離
脱
の
規
定
に
つ
い
て

�

同
条
同
項
は
、
「
親
王
（
皇
太
子
及
び
皇
太
孫
を
除
く
。
）
、
内
親
王
、
王
及
び
女
王
は
、
前
項
の
場
合
の
外
、
や
む

を
得
な
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。
」
と
規
定
し
、
皇
太
子
及

び
皇
太
孫
の
皇
籍
離
脱
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
趣
旨
は
何
か
。

�

皇
太
子
及
び
皇
太
孫
が
不
在
の
場
合
、
皇
位
継
承
順
位
第
一
位
と
な
る
皇
族
は
、
同
条
同
項
の
条
文
上
は
皇
籍
離
脱
で

き
得
る
こ
と
と
な
る
。
仮
に
同
条
同
項
の
趣
旨
が
「
皇
位
継
承
順
位
第
一
位
の
者
が
皇
籍
離
脱
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
」

三



（
同
旨
「
皇
室
法
概
論
」
園
部
逸
夫
著
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
規
定
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
制
度
の
不
備
で

は
な
い
か
。

七

「
退
位
」
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
「
退
位
」
さ
れ
た
天
皇
の
身
分
と
呼
び
名
、
敬
称
は
ど
こ
に
定
め
を
置
く
の
か
。
現

行
の
皇
室
典
範
を
あ
わ
せ
て
改
正
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

八

「
退
位
」
に
つ
い
て
は
、
五
及
び
六
の
よ
う
な
規
定
の
整
備
も
含
め
、
「
皇
室
典
範
」
（
昭
和
二
十
二
年
一
月
十
六
日
法

律
第
三
号
）
の
改
正
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


